
 

 

事 務 連 絡 

令和７年３月２６日 

各事業者ご担当者様  

          川越市長  森田  初恵  

（ 公 印 省 略 ） 

 

令和７年度「介護給付費等算定に係る体制等に関する  

届出書」の提出について（通知）  

 

 平素より、当市障害者福祉行政につきましてご協力いただきあ

りがとうございます。  

 さて、令和７年４月分以降の報酬算定等について、「介護給付費

等算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要となりますの

で、下記のとおり必要書類のご提出をお願いいたします。  

 

記  
１．対象事業所  

令和６年度の体制から変更がある全ての事業所  

下記の事業所につきましては必ず提出をお願い致します。  

●前年度 1 年間の実績等を含めて届け出る加算等があるサー

ビス  

※居宅介護、※重度訪問介護、※同行援護、※行動援護、

生活介護、就労移行支援、就労継続支援 A 型、就労継続支

援 B 型、就労定着支援、共同生活援助  

「※」がついているサービスは特定事業所加算を取得して

いる事業所のみが対象です。  

●業務継続計画未策定減算の経過措置期間（令和７年３月３

１日まで）が終了するサービス  

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害

者等包括支援、自立生活援助、就労定着支援、計画相談支

援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援  

※業務継続計画未策定減算の経過措置期間である令和７年

度の体 制届で 業務 継続計 画未 策定減 算の有 無を記 載して

提出いただいた事業所も含めて提出をお願い致します。  



 

 

●福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴを取得していた事業所  

令和 6 年度まで経過措置区分として「Ⅴ」を算定できてお

りましたが、令和７年４月以降は経過措置がなくなり、届

出が必要です。  

  

２．提出書類  

①介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書  

②介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表  

（実施している障害福祉サービスの全項目を入力ください。

また適用年月日も含めて記載）  

③従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（令和７年４月分） 

④その他サービス種別・加算ごとに必要な別紙様式及び確認

資料（確認資料は未提出のものに限る）  

※体制届には数式を組み込まれています。その内容を確認す

るためには Excel での提出が不可欠です。そのため、PDF 化

をして提出しないようにしてください。お送りした Excel ま

たはホームページに掲載している Excel をご活用いただきご

提出をお願い致します。なお、必要のない加算のシートを削

除されるケースがございますが、削除せずに提出してくださ

い。最後に、シートを分解してご提出される事業所もいらっ

しゃいますが、一つにまとめているためそのままご提出いた

だきますようお願い致します。  
※変更した部分のみでなく、現在の体制状況すべての項目（別

紙も含む）を入力のうえご提出ください。  
 
３．提出期限  

令和７年４月１５日（火）厳守  

 

４．提出方法  

川越市ホームページから、電子申請でご提出ください。電子

申請時は、件名に「令和７年度体制届」と入力ください。  

（下記のリンクから電子申請ページへ移動し、必要事項を入

力のうえ提出書類を添付して送信してください。）  

 

 

 



 

 

【川越市ホームページ  電子申請入口】  

介護給付費・訓練等給付費の算定に係る手続き等について  

 

５．その他  

●本書類は加算の算定の為に提出するものであり、加算以外

の事業所情報変更には別途届出が必要です。  

●加算等に ついて算 定要件を 満たさ ないことが 判明した場

合、遡って報酬返還となりますのでご注意ください。  

●期日までの提出が難しい場合は必ずご連絡ください。提出

が遅れた場合、４月からの加算算定ができない場合があり

ます。  

●国から報酬算定等について通知があった場合は、別途お知

らせする予定です。  

●勤務形態一覧表については、国が様式を作成しております

が、時間帯を確認して人員配置がどのようになっているの

か確認さ せてい ただ きます のでお 送 りしたも のを基 本と

してご対応ください。  

●提出がないこと、また加算の取得を届出しているが必要書

類の提出 がない 場合 に加算 を付け ら れないこ とがご ざい

ます。また、前年度の実績を基づいた基本報酬や加算の取

得をされる場合で体制届の提出がない場合は、基本報酬の

一番低い区分、加算なし及び減算という対応を実施する可

能性がございます。そのため、必ず届出者に連絡が取れる

ように体制届の必要事項を記載してください。  

  ●体制届に関するお問い合わせは下記メールアドレスにてお

願いします。（事業所名、サービス名、担当者名、電話番号、

質問内容（具体的に加算名やシート名などわかるようにし

てください。））  

お問い合わせ先   
〒 350-8601 埼玉県川越市元町 1-3-1 
川越市福祉部障害者福祉課  障害給付担当  
TEL 049-224-6312  FAX 049-225-3033 
E-mail： shogaisha★ city.kawagoe.lg. jp 

市 ホ ー ム ペ ー ジ は こ ち ら  


